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平成２９年度答申第２０号 

平成２９年１０月３１日 

 

諮問番号 平成２９年度諮問第２６号（平成２９年１０月６日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る判断は妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 事案の経緯等 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の事案の経緯等は以下のとおりである。 

 ⑴ 故Ｍ（大正１２年ａ月ｂ日生まれ、死亡時の本籍はＡ地）は、昭和１８

年に陸軍に徴集され、昭和２０年６月２０日にＢ地Ｃ方面において戦死した

者であり、審査請求人（昭和１３年ｃ月ｄ日生まれ）は、故Ｍの姉である故

Ｎの子であって、故Ｍの甥に当たる者である。 

   （戦没者調査票（氏名欄：Ｍ）） 

 （死亡告知書（Ｄ地方世話部長Ｏ作成、昭和２２年３月２５日付け）） 

  （部隊編入中ノ軍人又ハ軍属ノ氏名（生年月日）等の欄がある書類） 

 （昭和二十一年八月一日零時現在陸軍軍人軍属未帰還届出書） 

 （履歴調査通報） 

 （死没者原簿） 

（戸籍一部事項証明書（筆頭者：審査請求人）） 

 （除籍謄本（筆頭者：Ｐ）） 
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⑵ 故Ｍに係る戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号。以

下「遺族援護法」という。）に基づく弔慰金（以下「弔慰金」という。）は、

故Ｍの兄の故Ｑが可決裁定を受けた。 

また、故Ｍに係る戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０

年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）に基づく特別弔

慰金は、第４回及び第６回については故Ｑが、第８回については故Ｎが、

それぞれ可決裁定を受けた。 

なお、故Ｑは平成１４年３月１２日に、故Ｎは平成２６年１０月２７日

に死亡した。 

（諮問説明書） 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書（Ｎ作成、平成１８年２月２日付け））  

（戸籍抄本（筆頭者：Ｑ）） 

（簡易台帳（平成２８年７月５日付け）） 

（除籍全部事項証明書（筆頭者：Ｎ）） 

⑶ 審査請求人は、平成２７年７月３０日、Ｅ知事（以下「処分庁」という。）

に対し、特別弔慰金支給法４条の規定に基づき、故Ｍに係る特別弔慰金（第

１０回）の請求をした（以下「本件請求」という。）。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書（審査請求人作成、平成２７年７月３０日付け）） 

⑷ 処分庁は、平成２９年２月７日、審査請求人に対し、「戦没者の死亡当時

に請求者が同一戸籍になく、提出書類の反証資料では生計関係を有していた

ものと認められないため、第十回特別弔慰金に関わる請求を却下します。」

との理由を記載した本件請求を却下する旨の処分（以下「本件却下処分」と

いう。）の却下通知書（同月２日付け）をＦ市に送付し、Ｆ市は、同月８日

にこれを受領し、普通郵便で審査請求人に送付した。なお、審査請求人が却

下通知書を受領した正確な日付は明らかではない。 

（却下通知書） 

（聴き取り書） 

⑸ 審査請求人は、平成２９年３月２７日、審査庁に対し、審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、平成２９年１０月６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして諮問した。 

（諮問説明書） 

２ 本件審査請求の要旨 
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審査請求人は、Ｇ地において、故Ｒ、故Ｓ、故Ｔ、故Ｎ、Ｕ及びＶと一緒に

暮らしていたが、これらのもとへ、昭和１７年、故Ｍ及びその母ＷがＨ地から

疎開して来た。その後は、上記の９人が同居し、故Ｒ、故Ｓ、故Ｔ、故Ｎ、故

Ｍ及び故Ｗの６人の農家の収入によって生活を維持していた。 

このことは、審査請求人の姉Ｕの作成した証明書によって証明されている。 

よって、本件却下処分の取消しを求める。 

（戦没者等との生計関係申立書（審査請求人作成、平成２７年７月３０日付け）） 

（「Ｍと同居していた家族」で始まる文書（Ｕの署名、押印あり）） 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

故Ｍの死亡当時、審査請求人は故Ｍの甥であり、３親等内親族である。３親

等内親族の場合、特別弔慰金支給法２条の２第３項に規定のとおり、死亡した

者の死亡の日まで引き続く１年以上その者によって生計関係を有していること

が特別弔慰金の支給要件となる。 

  戸籍書類によると、故Ｍの死亡当時の本籍地は、Ｉ地であり、審査請求人の本

籍地は明らかではないが、審査請求人の母は、本籍Ｊ地の故Ｔと昭和１３年８

月３１日に婚姻したことにより同年９月３日付けで除籍されたことから、同一

戸籍にはなかった。このことから、社会通念上、審査請求人と生計関係を有し

ていた者は、審査請求人の父母及び父方の祖父母であったと考えるのが自然で

ある。それを覆して、審査請求人が故Ｍとの間に生計関係があったとするため

には、審査請求人の姉が作成した証明書や写真等だけでは不十分であり、故Ｍ

がＧ地において生活していたことを明らかにするような特段の事実関係を裏付

ける資料が必要となる。 

 処分庁保管資料の臨時軍人軍属届（昭和２０年３月１日午前０時現在）によ

ると、故Ｍは、昭和１８年に徴集され、昭和１９年１月１５日に部隊編入して

おり、届出をしたのはＫ地故Ｐ（故Ｍの兄、戸主）となっている。厚生労働省

保管資料である留守名簿（昭和２０年１月１日調製）の留守担当者はＫ地故Ｗ

（故Ｍの母）となっている。昭和二十一年八月一日零時現在陸軍軍人軍属未帰

還届出書の留守担当者もＫ地故Ｐとなっている。昭和２２年３月２５日付けの

死亡告知書の留守担当者は、故Ｍの母故Ｗ（Ｋ地）となっている。処分庁及び

厚生労働省が保管する資料からは、故Ｍは部隊入隊前、戸主である故Ｐ及び母

故ＷとともにＫ地において生活していたものと考えられる。 

 また、過去に、弔慰金、第４回特別弔慰金及び第６回特別弔慰金については

故Ｍの兄故Ｑが受給し、第８回特別弔慰金については故Ｍの姉故Ｎ（審査請求
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人の母）が受給している。故Ｎは、平成１８年２月２日付けで故Ｍと生計関係

がなかったことを申し立てていることから、故Ｍの死亡当時、故ＮとともにＹ

家において生活していた審査請求人も故Ｍと生計関係がなかったことが考えら

れる。 

 なお、審査請求人は、昭和１７年からＧ地において、故Ｗ及び故Ｍと生計関

係を有するに至ったと戦没者等との生計関係申立書に記載している。また、Ｕ

の証明書には、同居開始の時期を明記していないが、故Ｗ及び故Ｍが「Ｈ地空

襲予告のためＨ地より疎開してきました」となっている。このＨ地空襲予告は

いずれのＨ地空襲を指し、いつ発令されたものか特定できないが、実際にＨ地

が初めて空襲を受けたのは、昭和１９年ｅ月ｆ日だったことが確認できるため、

昭和１７年から疎開したとする根拠が不明である。 

戸籍の記載及び陸軍に関係する資料から、故ＭはＫ地において故Ｗ及び故Ｐ

と生計を共にし、審査請求人はＧ地においてＹ家と生計を共にしており、審査

請求人と故Ｍは別々の生計であったと考えるのが自然である。裏付けに欠ける

が、仮に審査請求人の申立てのとおり、故Ｍの母である故Ｗが審査請求人の母

である故Ｎの嫁ぎ先であるＧ地のＹ家に一時的に疎開したことがあったとして

も、それをもって審査請求人が故Ｍと故Ｍ死亡の日まで引き続き１年以上の生

計関係があったとはいえない。 

したがって、審査請求人による特別弔慰金の請求に対して、これを却下した

原処分は適正であり、本件審査請求には理由がないから棄却すべきものと考え

る。 

なお、審理員意見書においても、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下

処分が違法又は不当なものとは認められず、本件審査請求には理由がないから

棄却されるべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によれば、次の事実が認められる。 

ア 審査庁は、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、大臣官房

総務課審理室長であるＺ１（以下「審理員Ｚ１」という。）、同室総括審

理専門官であるＺ２及び同室企画調整専門官であるＺ３（以下「審理員Ｚ３」

という。）を指名し、うち審理員Ｚ１を審理員の事務を総括する者として

指定した。 

イ 処分庁は、平成２９年７月１４日付けで、審理員に対し、弁明書及び関
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係資料を提出した。また、審査請求人は、同年８月７日付けで、審理員

に対し、反論書を提出した。 

ウ 審理員Ｚ３は、平成２９年９月４日付けで、審理関係人に対し、審理手

続を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予

定時期が同月１９日である旨を通知した。 

エ 審理員Ｚ１は、平成２９年９月１５日付けで、審査庁に対し、「審理員 

Ｚ１」作成名義の審理員意見書を提出した。また、審理員Ｚ３は、同日付

けで、審査庁に対し、事件記録を提出した。 

なお、手続に要した期間は、以下のとおりである。 

本件請求受付（Ｆ市長）：平成２７年７月３０日 

      （処分庁）：同年９月１０日 

本件却下処分     ：平成２９年２月（日付は明らかではない。） 

本件審査請求     ：同年３月２７日（審査庁受付日） 

審理員意見書提出   ：同年９月１５日（審査庁受付日から２４週間） 

諮問書提出       ：同年１０月６日（審査庁受付日から２７週間） 

⑵ 本件諮問に至るまでの一連の手続は、上記⑴記載のとおりであり、上記   

の審理員意見書には、作成名義人として「審理員 Ｚ１」と記載されている。

そして、同意見書の冒頭部分の末尾に「なお、本意見書は、審理員Ｚ２及び

審理員Ｚ３との合議によって作成したものである。」との記載があるが、同

意見書の作成自体も審理手続終結時の審理員全員の共同によるものであると

するならば、その点を明確にしておくことが望ましく、作成名義人として全

員の氏名を記載することが適切であると思料する。 

このほか、上記のとおり本件却下処分が請求から却下処分がされるまで

約８０週もの長期間を要した必要性については疑問が残るものの、その他の

点については、本件諮問に至るまでの一連の手続に違法又は不当と認めるべ

き点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性の有無について 

⑴ 特別弔慰金支給法は、３条において、戦没者等の遺族には特別弔慰金を支

給すると規定し、また、２条１項において、この「戦没者等の遺族」とは、

死亡した者の死亡に関し、平成２７年４月１日までに弔慰金を受ける権利を

取得した者をいう旨を規定しているところ、故Ｍに係る弔慰金の可決裁定を

受けた者は故Ｑであることは、上記第１の１⑵に記載のとおりである。 

  また、故Ｍに係る特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金は、第４回及び第
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６回については故Ｑが、第８回については故Ｎが、それぞれ可決裁定を受け

たこと、故Ｑ及び故Ｎは、いずれも平成２７年４月１日より前に死亡したこ

とも、上記第１の１⑵のとおりである。 

⑵ ところで、特別弔慰金支給法２条の２第３項は、｢弔慰金を受ける権利を

取得した者が前条第３項各号のいずれかに該当し、かつ、平成２７年４月１

日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前２項の規

定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第３

５条第１項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の３

親等内の親族（死亡した者の死亡の日まで引き続く１年以上その者によつて

生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者（死亡した者の遺族援護

法第２条第１項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者

が同条第３項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当して

いたものと認められる者を含む。）に限る。）で、同日において第１項第１

号又は第２号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、

その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。」と定めてい

る。 

また、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則（昭和４０年

厚生省令第２７号。以下「特別弔慰金支給法施行規則」という。）は、請

求者が特別弔慰金支給法２条の２第３項に該当する者として請求する場合

においては、特別弔慰金支給法施行規則１条１項所定の特別弔慰金請求書

に、「請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く１年以上その者によつ

て生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることがで

きる書類」を添えなければならないこととしている（特別弔慰金支給法施

行規則１条３項４号）。 

⑶ 審査請求人は、同人が特別弔慰金支給法２条の２第３項所定の３親等内の

親族であり、生計関係についても同項所定の要件を満たしていると主張して、

本件請求を行ったところ、提出された資料では生計関係を有していたものと

認められないとして請求を却下されたため、これを不服として、本件審査請

求を申し立てているものである。 

⑷ 審査請求人は、本件請求において、故Ｍとの生計関係については、自ら作

成した平成２７年７月３０日付け｢戦没者等との生計関係申立書｣において、 

審査請求人は、「昭和１７年から、Ｇ地において、故Ｒ、故Ｓ、故Ｔ、故Ｎ、

Ｕ、Ｖ、故Ｗ、故Ｍの９人が同居し、故Ｒ、故Ｓ、故Ｔ、故Ｎ、故Ｗ及び故
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Ｍの６人の農家の収入によって生活を維持していました｣と主張し、これを

裏付ける資料として「旧名 Ｇ地」で始まるＵ作成の書面（作成名義は｢Ｕ｣。

以下「Ｕ作成書面１」という。）及び故Ｍの墓石の写真２葉を提出し、さら

に、審査請求手続において、新たにＵ作成の「Ｍと同居していた家族」と題

する書面（以下「Ｕ作成書面２」という。）を提出した。 

ちなみに、上記の故Ｔは故Ｎの夫、故Ｒは故Ｔの父、故Ｓは故Ｔの母で

あり、Ｕ（昭和９年生まれ）、審査請求人及びＶの３人は故Ｔ・故Ｎ夫婦

の子、故Ｗは故Ｎ及び故Ｍの母である。 

 （戦没者等との生計関係申立書（審査請求人作成、平成２７年７月３０日付け）） 

 （旧名 Ｇ地で始まる文書（Ｕの署名、押印あり）） 

 （墓石の写真） 

（「Ｍと同居していた家族」で始まる文書（Ｕの署名、押印あり））  

⑸ア Ｕ作成書面１には、冒頭に｢職業 農業 左官自営業｣と記載した上で、

審査請求人主張の上記９人の氏名とそれぞれの身分関係が列挙され、その

後に｢右の方との同居していた事を証明致します。」「（旧姓Ｙ）Ｕ Ｌ

地｣との各記載と同人の押印がある。 

また、Ｕ作成書面２には、Ｕ作成書面１と同じ９人の氏名が列挙された

上で、故Ｗと故Ｍの欄の下に｢Ｈ地空襲予告のためＨ地より疎開して来ま

した。｣との記載があり、その後に、｢右の方と二年以上同居していた事を

証明致します｣「（旧姓Ｙ）Ｕ Ｌ地｣との各記載と同人の押印がある。 

イ しかし、上記のいずれの書面にも、故Ｗと故Ｍが、Ｇ地のＹ家で故Ｎ

らと同居をするようになった時期や故Ｗと故ＭがＹ家でどのように農業

や左官業に従事したかなど、当時の状況についての具体的な記載は全く

ない。また、その他の本件に現れた資料を精査しても、これらの点につ

いて、審査請求人の上記主張を具体的に裏付けるに足りるだけの資料は

見当たらない。 

かえって、過去の特別弔慰金請求に際して請求者から提出された｢戦没

者等の遺族の現況等についての申立書｣によると、第８回の請求において、

請求者の故Ｎは、自分自身と故Ｍの生計関係については｢無｣として届け

出ており、一方、第４回、第６回（以上は、故Ｑの申立て）及び第８回

（故Ｎの申立て）のいずれにおいても、故Ｗと共に故Ｑが生計を同一に

していた者として申し立てられている。 

また、①弁明書中「臨時軍人軍属届」と称されている書類においては、
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届出者が「本籍地Ａ地、現住地Ｋ地、氏名Ｐ」と、②昭和二十一年八月

一日零時現在陸軍軍人軍属未帰還届出書において、留守担当者の住所、

氏名として、「Ｋ地、Ｐ」と、③死亡告知書において、名宛人として、

「Ｋ地 留守担当者 Ｗ」と、それぞれ記載されており、故Ｍが徴集前に

Ｇ地に在住していたことをうかがわせる記載はない。 

（Ｅ弔Ｈ第ｇ号（第８回）の記載がある戦没者等の遺族の現況等につい

ての申立書（Ｎ作成、平成１８年２月２日付け）） 

（Ｅ弔Ｄ第ｈ号（第４回）の記載がある戦没者の遺族の現況等について

の申立書（Ｑ作成、昭和６０年９月１７日付け）） 

（Ｅ弔Ｆ第ｉ号（第６回）の記載がある戦没者の遺族の現況等について

の申立書（Ｑ作成、日付空欄）） 

（部隊編入中ノ軍人又ハ軍属ノ氏名（生年月日）等の欄がある書類） 

（昭和二十一年八月一日零時現在陸軍軍人軍属未帰還届出書） 

（死亡告知書（Ｄ地方世話部長Ｏ作成、昭和２２年３月２５日付け）） 

ウ 以上のとおり、本件において、故Ｍが徴集前にＧ地において審査請求

人らと同居していたとする資料は、審査請求人の姉であるＵ作成の２通

の書面しかなく、これらの書面も、故ＭがＧ地のＹ家で故Ｎらと同居を

するようになった時期や故Ｗと故ＭがＹ家でどのように農業や左官業に

従事したかなどの具体的な状況を示すものではなく、その記載内容は、

故Ｎが行った過去の特別弔慰金請求における生計関係の有無についての

申立ての内容と明らかに矛盾すること、作成者のＵは、故Ｍが陸軍に徴

集された昭和１８年当時は、８歳ないし９歳であったことを併せて考え

れば、上記２通の書面によって、故Ｍと審査請求人が昭和１７年から昭

和１８年に故Ｍが徴集されるまで生計を同一にしていたと認めることは

困難といわざるを得ない。 

⑹ したがって、本件について現在存在する資料からは、審査請求人が、特別

弔慰金支給法２条の２第３項に規定する「死亡した者の死亡の日まで引き続

く１年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた

者(死亡した者の遺族援護法第２条第１項に規定する軍人軍属たることによ

る勤務がなく、又はその者が同条第３項に規定する準軍属とならなかつたな

らば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)」に該当する

とは認められないから、本件審査請求は棄却すべきであるとする審査庁の判

断は妥当である。 
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 ３ よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   市   村   陽   典 

委   員   小   幡   純   子 

委   員   中   山   ひ と み 


